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「市民」とは…



まちづくりのための３つの基本原則

【情報の共有の原則】

【市民参加の原則】

【市政への参加の機会】

【協働の原則】

【協働の取り組み】

市民が主体的にまちづくりに取り組む市民自治を推進市民が主体的にまちづくりに取り組む市民自治を推進

住んでよかったと思えるまちに！住んでよかったと思えるまちに！

【市の情報を発信】

富士見市役所　 049-251-2711　 http://www. city.fujim i.saitam a.jp/
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今月のおもな内容

富士見市●●●●



富士見市 協働推進部 協働推進課　　令和３年４月

　〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
　電話  049-251-2711　　ホームページ  http://www.city.fujimi.saitama.jp/
　＊自治基本条例の詳細はホームページでご覧になれます。

富士見市自治基本条例の構成富士見市自治基本条例の構成

条例の位置付け・雑則基本原則

前文

総則

市民の権利及び責務

市民参加及び協働のまちづくりの推進 市政運営

市議会の責務
市等の責務

「富士見市協働事業提案制度」でまちづくり

【条例の見直しについて】

平成16年４月１日施行

３０

総合的かつ計画的な市政運営


